
　お問合せ　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東峰村役場宝珠山庁舎　総務課　（電話：72-2311）
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宝珠山庁舎：72－ 2311
小石原庁舎：74－ 2311からのお知らせ役場

8 月 25日から 31日は『福岡県飲酒運転撲滅週間』です。

木造建て住宅耐震改修工事費の補助を行っています。

総 務 課

総 務 課

クラゲに刺されたときの応急処置。海水で洗い流す。刺された所を真水で洗ったり、こすったりするのは×

　飲酒運転は重大な犯罪であり、「罰金や懲役」、「運転免許の取消」、「会

社の解雇」など、非常に重い罰則や社会的制裁が課されます。

また、飲酒運転事故は、被害者、加害者、そして両方の家族の生活を大

きく変えてしまいます。

　自分自身はもちろん、周りの方が飲酒運転をしないよう、お互いに呼び

かけ合いましょう。

　「飲酒運転は、絶対しない！させない！許さない！」

みんなの力で飲酒運転をなくしましょう。

村では、安心・安全な村づくりを目的に、福岡県の補助金等を活用して、古い基準で建てられ
た木造住宅の耐震改修工事に要する費用の一部補助を行っています。

○補助対象住宅
・村内にある木造戸建住宅
・昭和５６年５月３１日以前に着手したもの
・耐震診断の結果、上部構造評点が１．０未満と診断されたもの
・建築基準法及び関係法令の規定に違反していないもの

○補助対象者
・世帯全員が村税を滞納していないこと
・住宅の所有者で、かつ居住していること

（※所有者の承諾があれば居住者も可能）

○注意事項
・補助申請の前に、すでに着工した耐震改修工事は補助を受けられません。

○補助金額
・対象工事費の４０％に相当する額（６０万円を上限）。

■福岡県耐震診断アドバイザー派遣制度のご案内
　福岡県では、昭和 56 年以前に建てられた木造戸建て住宅を対象に、耐震診断アドバイザーを
派遣し、現地調査を実施しています。派遣（診断）費用は、１件あたり 3,000 円です。（福岡県
建築住宅センター：TEL 092-582-8061）
　詳しくは、役場総務課（TEL 72-2311）までお問合せください。
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猛毒のヒョウモンダコに噛まれたら、噛まれた場所よりも胴体に近い場所を縛り、安静にして、すぐに病院に！

◆総合戦略外部検証委員会の報告（第 1回）企画政策課

議会による検証

東峰村まち・ひと・しごと創生総合戦略

外部検証委員会

（「産官学金労言」からなる有識者で組織）

東峰村まち・ひと・しごと創生総合戦略

創生本部

「総合戦略の見直し：事業の改善・追加など」

村長、副村長、教育長、各課長 議会事務局長

東峰村まち・ひと・しごと創生総合戦略

調査検証特別委員会

・総 務 課

・建設水道課

・農林観光課

・住民税務課

・保健福祉課

・教 育 課

・企画政策課事務局：企画政策課

＜１次評価＞

＜２次評価＞

＜３次評価＞

総合戦略

推進部会

村議会

意見･提言

意見･提言

総合戦略の具体

的な事業の調

査･検討

各課

１名

◆検証のための情報提供

主管課からの説明

◆新規事業等の説明

議会事務局 主管課の

評価結果

創生本部

評価結果

前年度に実施した

事業を主管課で評

価してシートに記

載する。

主管課で評価した

内容を創生本部で

評価する。

創生本部の評価を

踏まえて最終評価

する。

東峰村総合戦略事業の評価・検証フロー

　「東峰村まち・ひと・しごと創生総合戦略」の見直しや施策の検証を行うため、外部有識者で構成する検証委員

会（第 1 回）を 7 月 8 日（金）に行いました。今回は平成 27 年度に行われた「地域活性化・地域住民生活等緊

急支援交付金」により実施した下記の 6 事業（26 年度繰越事業）について主管課から事業の説明を行いました。

委員は、一次評価や二次評価（下記の評価・検証フローを参照）、主管課の説明をもとに三次評価（最終評価）を

行い、次回、各事業の最終検証を行います。（次回は 8 月上旬を予定しています。）

（１）里山生活空間保全・地域防災事業（立木伐採補助）

（２）若者等定住促進事業（通学定期券購入補助）

（３）観光プロモーション活動に係る団体等との協働事業（観光 PR 補助）

（４）プレミアム商品券発行

（５）販路拡大支援事業（企業、第 3 セクター等に対する販売促進支援）

（６）観光振興推進事業（村公式ホームページのリニューアル）

番号 所属等 氏　名
１  福岡大学 教授（景観まちづくり研究室）  柴田　久
２  福岡銀行 杷木支店長  寺崎　裕史
３  西日本新聞社 朝倉支局長  中川　次郎
４  連合福岡筑紫・朝倉地域協議会 事務局長  原　豊
５  東峰村議会議長  大蔵　久徳
６  東峰村教育委員長  伊藤　栄子
７  朝倉森林組合 参事  窪山　拓司
８  JA 筑前あさくら 東峰支店長  佐々木　太加彰
９  東峰村商工会 事務局長  井上　健司

１０  小石原焼陶器協同組合 代表理事  栁瀬　眞一

■東峰村総合戦略 外部検証委員会（敬称略）

▲検証委員会の様子

【  検証を行う事業  】

お問合せ：東峰村役場宝珠山庁舎　企画政策課（電話：72-2311）



　お問合せ　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東峰村役場宝珠山庁舎　企画政策課　（電話：72-2311）

◆地域情報通信基盤整備推進交付金事業における整備計画
　の事後評価

企画政策課

契約先 西日本電信電話株式会社

設備：株式会社　イーエムトラスト、番組制作　株式会社プリズム契約先

最終 H23年度末 H24年度末 H25年度末 H26年度末 H27年度末

評価及び課題

村内全域に光ファイバー網（FTTH）を整備しブロードバンド（BB)及びケーブルテレビ
(CATV)の環境を整備した。整備計画においてはBB及びCATVの目標としていた加入
率を達成することができており、都市部との情報格差は概ね解消し、地上波テレビ放
送難視聴地域の問題についても解消が図られていると評価する。今後の課題として、
施設維持の管理経費や添架設備の移転費用を村が負担しており財政を圧迫すること
が懸念されている。今後維持して行く為には、使用料などの費用の見直しが必要であ
る。

整備計画時の目標

加入率（％）

加入世帯数

整備地域の世帯数

サービス開始日

H23年度末 H24年度末 H25年度末 H26年度末 H27年度末

実績

初年度 最終

サービス形態

平成22年11月1日

直営

整備計画時の目標 実績

初年度

サービス開始日

整備地域の世帯数

加入世帯数

加入率（％）

サービス形態 公設民営（IRU）

平成22年11月1日

事業名 地域情報通信基盤整備推進交付金事業

123,978千円

事業の概要　

事業完了日 平成23年3月31日

補助対象事業費 371,936千円

交付金額

事業の内容

東峰村はブロードバンドゼロ地域であった平成19年度以前からITによる地域活性化
の取組みを行いながらブロードバンドの必要性や環境整備について検討してきまし
た。
　平成19年度末には福岡県の補助事業により公設民営でADSLの環境が整い、一部
の地域を除き、ブロードバンドゼロ地域が大幅に解消されました。しかし、近隣自治体
では、民間投資による高速で大容量の通信が可能な光ファイバー通信網の整備が進
んでおり、情報通信基盤における情報格差が拡大している状況にありました。また、
共同視聴組合による視聴世帯数が全世帯数の約43％を占めており、平成23年7月か
らの地上デジタル放送のための共同施設改修が必要なことからもCATV事業への要
望が組合等から寄せられていました。そこで、情報通信の格差を是正する為、本事業
により村がFTTHによる光ファイバー網を整備し、通信においては、ＮＴＴ西日本とのＩＲ
Ｕ契約により施設を貸し出し、光インターネット接続サービスの提供を始めました。ま
た、地上デジタル放送、ＢＳデジタル・ＦＭ放送の再送信を行うとともに、自主放送によ
る行政情報や住民組織（住民ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ）が製作した番組放映などによる地域密着型の
様々な情報提供を行いながら地域の一体化を図るため展開してきました。

事業年度 平成２１年度　1次補正

総事業費 426,755千円

整備対象地域 東峰村　全域

　地域情報基盤整備推進交付金事業は整備完了から 5 年が経過しました。地域情報通信基盤整備
推進交付金要綱第 8 条により、整備計画の事後評価を行うことが規定されており、それに基づ
き公表を行います。
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海で泳いでいて離岸流により沖に流されたら、落ち着いて海岸と並行に泳ぐこと。



保健福祉課

◆知っていますか？国民年金保険料の免除制度

国民年金第 号の被保険者は、毎月の保険料（平成 年度は 円）を納めていた

だく必要があります。しかしながら、収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的

に難しい場合もあります。

そのような場合は、未納のままにしないで、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続き

を行いましょう。保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間（ 年間）に

は算入されます。

保険料を未納のままにしておくと、将来の年金（老齢年金）や、障害や死亡といった不慮の事

態が生じたときに「障害年金」や「遺族年金」を受け取ることができない場合があります。

※平成 年 月の制度改正により、申請月の 年 ヵ月前まで遡及して免除申請ができる

ようになりました。

①保険料免除制度とは
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得（１月から６月までに申請される場合は前々

年所得）が一定額以下の場合や失業した場合などは、ご本人から申請書を提出いただき、申

請後に承認されると保険料の納付が免除になります。

免除される額は、「全額」、「４分の３」、「半額」、「４分の１」の四種類があります。

②保険料納付猶予制度とは
歳から 歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得（１月から６月までに申請される

場合は前々年所得）が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に

承認されると保険料の納付が猶予されます。

※平成 年 月までは 歳未満、平成 年 月以降は 歳未満が納付猶予制度の対象となります。

◆手続きをするメリット
保険料を免除された期間は、老後年金を受け取る際に１ ２（税金分）受け取れます。

保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が

発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。

保険料の「免除」と「納付猶予（学生の場合は学生納付特例）」は、以下の表のとおり、その

期間が年金額に反映されるか否かで違いがあります。

老 齢 基 礎 年 金 障 害 基 礎 年 金
遺 族 基 礎 年 金
（受給資格期間への算入）受給資格期間への算入 年金額への反映

納付 ○ ○ ○

全額免除 ○ ○（※２） ○

一部納付（※１） ○ ○（※３） ○

納付猶予
学生納付特例

○ × ○

未納 × × ×
※１ 一部納付の承認を受けている期間については、一部納付の保険料を納付していることが必要です。

※２ 平成 年 月分以降は、２分の１が国庫負担されます。（ 年 月分までは３分の１が国庫負担）

※３ ４分の１納付の場合は「５ ８」が年金額に反映します。（ 年 月分までは１ ２）

２分の１納付の場合は「６ ８」が年金額に反映します。（ 年 月分までは２ ３）

４分の３納付の場合は「７ ８」が年金額に反映します。（ 年 月分までは５ ６）
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プール熱の予防。プール後の目洗い、手足の消毒、プールの後タオルを他の子どもと共有しないことを徹底。

（次ページに続く）
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下駄で足が痛くならないために。鼻緒を十分に揉み、ベビーパウダーなどをはたいておくと GOOD ！

◆免除手続き（申請）について

免除等が申請できる期間

例：平成 年 月に免除・猶予を申請する場合、最大で下記の①～④の申請が可能です。

①平成 年度分・・・ 平成 年 月分 （審査：平成 年中所得）

②平成 年度分・・・平成 年 月～平成 年 月分 （審査：平成 年中所得）

③平成 年度分・・・平成 年 月～平成 年 月分 （審査：平成 年中所得）

④平成 年度分・・・平成 年 月～平成 年 月分 （審査：平成 年中所得）

申請に必要な添付書類（●必ず必要なもの、○場合によっては必要なもの）

●国民年金手帳または基礎年金番号通知書

○前年（または前々年）所得を証明する書類（前年またはそれ以前の 月 日時点で

東峰村に住所がなかった場合）

○雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票等の写し（失業等による申請の場合）

○その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類

保険料免除・納付猶予の所得の基準

※前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

１．全額免除 ・・・ （扶養親族等の数＋ ）× 万円＋ 万円

２． 分の 免除 ・・・ 万円

３．半額免除 ・・・ 万円 ＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等

４． 分の 免除 ・・・ 万円

５．納付猶予制度 ・・・ （扶養親族等の数＋ ）× 万円＋ 万円

③学生納付特例制度とは
日本国内に住むすべての人は、 歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料

の納付が義務付けられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶

予される「学生納付特例制度」が設けられています。

本人の所得が一定以下の学生が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。

※本年度の所得基準（申請者本人のみ）

万円＋扶養親族等の数× 万円＋社会保険料控除等

※学生とは

大学（大学校）、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校など、ほとんどの学生

の方が対象となります。

※保険料を 年以内に納付（追納）すると、年金額に反映されます。

申請に必要な添付書類（●必ず必要なもの）

●国民年金手帳

●学生等であることまたは学生等であったことを証明する書類

※在学期間がわかる在学証明書（原本）または学生証（裏面に有効期限、学年、入学年月日

の記載がある場合は裏面も含む）の写しを添付してください。

※学生納付特例は、原則として申請日に関わらず、 月から翌年 月まで（申請日が 月

から 月までの場合は、前年 月から 月まで）の期間を対象として審査します。

（次ページに続く）
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スズメバチに遭遇したら、頭をかくして姿勢を低くしてゆっくりとその場を離れる。屋外での作業時は黒い服を避ける。

◆保険料の後払い（追納）をお勧めします！

老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある

場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。

しかし、免除等の承認を受けた期間の保険料については、後から納付（追納）することによ

り、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。

１．追納ができるのは、追納が承認された月の前 年以内の免除等期間に限られています。

（例えば、平成 年 月分は平成 年 月末まで）

２．承認等をされた期間のうち、原則古い期間から納付していただきます。

３．保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、３年度目以降に保険

料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せさ

れますので、お早目の追納をお勧めします。

※なお、平成 年度中に追納していただく際の保険料は、以下のとおりです。

全額免除 分の 免除 半額免除 分の 免除

平成 年度の月分 円 円 円 円

平成 年度の月分 円 円 円 円

平成 年度の月分 円 円 円 円

平成 年度の月分 円 円 円 円

平成 年度の月分 円 円 円 円

平成 年度の月分 円 円 円 円

平成 年度の月分 円 円 円 円

平成 年度の月分 円 円 円 円

平成 年度の月分 円 円 円 円
追納加算額は

ありません

平成 年度の月分 円 円 円 円
追納加算額は

ありません

※保険料の追納を行う場合は、納付書が必要です。

納付書の発行には申し込みが必要ですので、年金事務所または東峰村役場保健福祉課まで

お問い合わせください。

（次ページに続く）
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雷が鳴ったら、車の中や建物の中に早めに避難。屋内に避難できないときは、高い物体から 4m 以上離れる。

（次ページに続く）
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傷みにくいお弁当づくり。おかずは汁気をしっかり切り、ご飯やおかずを十分に冷ましてからつめること。

家屋の新・増築及び取り壊しについて住民税務課

・今年（平成 28 年）中に家屋を新・増築した方
今年（平成 28 年 1 月 1 日から平成 28 年 12 月 31 日【予定を含む】）中に家屋を新・増築さ

れた方は、「新・増築家屋申告書（平成 28 年分）」を提出してください。

・今年（平成 28 年）中に家屋を取り壊した方
今年（平成 28 年１月１日から平成 28 年 12 月 31 日【予定を含む】）中に取り壊した家屋は、

平成 29 年度から固定資産税が課税されなくなりますので「家屋解体届」を提出してください。
届出を忘れると以後も課税をされることがありますのでご注意ください。登記済の家屋を取り壊
した場合は、法務局で滅失登記をしてください。

　※「新・増築家屋申告書（平成 28 年分）」及び「家屋解体届」は 8 月 15 日に全戸配布しております。
　
　　提出期限：9 月 16 日（金）
　　提 出 先：宝珠山庁舎　総合窓口（電話 72-2311）
　　　　　　  小石原庁舎　住民税務課（電話 74-2311）

お問合せ：東峰村役場宝珠山庁舎　総合窓口（保健福祉課）（電話：72-2311）


